
令和５年１２月

高病原性鳥インフルエンザの発生状況と今後の対策について



※１ 疑似患畜と確認した日 ※２ 飼養羽数は疑似患畜確認時の羽数

※３ 飼養方法は主として疫学調査結果から引用。ただし、疫学関連農場については疫学調査を実施していないため飼養方法は記載せず。

１ 高病原性鳥インフルエンザの発生事例・防疫措置の進捗状況
令和５年12月26日 ０時00分現在

発生場所
発生日
※１

飼養羽数
※２、３

農林水産省
対策本部

防疫対応状況

防疫措置（殺処分、消毒等） 搬出制限区域
解除

移動制限区域
解除開始 完了

１ 佐賀①
養鶏場

（佐賀県鹿島市）
令和５年
11月25日

約4.0万羽
（採卵鶏・ケージ飼い）

11月25日
11月25日
９時00分

11月28日
17時50分

12月９日
０時00分

12月20日
０時00分

２ 茨城①
養鶏場

（茨城県笠間市）
令和５年
11月27日

約7.2万羽
（採卵鶏・ケージ飼い）

11月27日
（持ち回り）

11月27日
９時00分

11月30日
15時30分

12月16日
０時00分

12月22日
０時00分

３ 埼玉①
養鶏場

（埼玉県毛呂山町）
令和５年
11月30日

約4.5万羽
（採卵鶏・ケージ飼い）

11月30日
（持ち回り）

11月30日
９時00分

12月２日
14時30分

12月１8日
０時00分

12月24日
０時00分

４ 鹿児島①
養鶏場

（鹿児島県出水市）
令和５年
12月３日

約2.3万羽
（採卵鶏・ケージ飼い）

12月３日
（持ち回り）

12月３日
７時00分

12月４日
17時00分

12月20日
11時00分

12月26日
０時00分



(令和５年12月25日時点)○野鳥 20都道県72事例 ※詳細は環境省HP参照 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

家きん
野鳥
飼養鳥

※ HPAI：高病原性鳥インフルエンザ

LPAI：低病原性鳥インフルエンザ

令和５年度 国内における野鳥での鳥インフルエンザ発生状況

検体回収場所 検体回収日 種名 病原性 亜型
1 北海道美唄市 10/4 ハシブトガラス HPAI H5N1
2 北海道釧路市 10/18 ノスリ HPAI H5N1
3 北海道釧路市 10/26 オオハクチョウ HPAI H5N1
4 宮城県大崎市 10/27 ハシブトガラス HPAI H5N1
5 宮城県登米市 10/29 オオタカ HPAI H5N1
6 北海道別海町 10/25 タンチョウ HPAI H5N1
7 北海道厚岸町 10/31 オオハクチョウ HPAI H5N1
8 鹿児島県出水市 11/6 環境試料（水） HPAI H5N1
9 鹿児島県出水市 11/11 オナガガモ HPAI H5N1
10 鹿児島県出水市 11/12 ヒドリガモ HPAI H5N1
11 北海道標津町 11/6 タンチョウ HPAI H5N1
12 岡山県総社市 11/9 ツミ HPAI H5N1
13 北海道別海町 11/6 ハクチョウ HPAI H5N1
14 鹿児島県出水市 11/8 ヒドリガモ HPAI H5N1
- 北海道釧路市 11/10 マガモ LPAI H5N3
15 鹿児島県出水市 11/13 環境試料（水） HPAI H5N1
16 岡山県倉敷市 11/13 オナガガモ HPAI H5N1
17 千葉県東金市 11/14 糞便（カモ類） HPAI H5N1
18 鳥取県鳥取市 11/9 野鳥糞便 HPAI H5N1
19 鹿児島県出水市 11/19 ヒドリガモ HPAI H5N1
20 北海道中標津町 11/11 オオハクチョウ HPAI H5N1
21 北海道大樹町 11/13 オオハクチョウ HPAI H5N1
22 北海道標茶町 11/14 タンチョウ HPAI H5N1
23 北海道別海町 11/15 タンチョウ HPAI H5N1
24 宮城県多賀城市 11/18 オオハクチョウ HPAI H5N1
25 鹿児島県出水市 11/20 環境試料（水） HPAI H5N1
26 香川県東かがわ市 11/21 ヒドリガモ HPAI H5N1
27 高知県高知市 11/21 ハヤブサ HPAI H5N1
28 北海道札幌市 11/24 ハシブトガラス HPAI H5N1
29 鹿児島県出水市 11/24 コガモ HPAI H5N1
30 北海道浜頓別町 11/17 ヒドリガモ HPAI H5N1
31 北海道別海町 11/19 オオハクチョウ HPAI H5N1
32 北海道厚岸町 11/19 オオハクチョウ HPAI H5N1
33 北海道湧別町 11/19 オオハクチョウ HPAI H5N1
34 北海道標茶町 11/20 オオハクチョウ HPAI H5N1
35 富山県魚津市 11/21 ヒドリガモ HPAI H5N1
36 北海道湧別町 11/21 オオハクチョウ HPAI H5N1
37 北海道標津町 11/22 ハシブトガラス HPAI H5N1
38 宮城県多賀城市 11/23 オオハクチョウ HPAI H5N1
39 北海道むかわ町 11/22 オオハクチョウ HPAI H5N1
40 北海道標茶町 11/24 オオハクチョウ HPAI H5N1
41 鹿児島県出水市 11/27 環境試料（水） HPAI H5N1
42 鹿児島県出水市 11/28 ナベヅル HPAI H5N1
43 北海道斜里町 11/26 クマタカ HPAI H5N1
44 東京都千代田区 11/28 ノスリ HPAI H5N1
45 北海道函館市 11/28 ハシブトガラス HPAI H5N1

野鳥において、高病原性鳥インフルエンザが検出された場合、採取場所の
消毒、３km圏内の農場に対して立ち入り検査及び緊急消毒を行う。
また、周囲10ｋｍ圏内について、野鳥監視重点区域に指定される。

検体回収場所 検体回収日 種名 病原性 亜型
46 佐賀県鹿島市 11/25 ハシブトガラス HPAI H5N1
47 北海道中標津町 11/25 オオハクチョウ HPAI H5N1
48 新潟県新発田市 11/28 コハクチョウ HPAI H5N1
49 北海道根室市 11/29 ハシブトガラス HPAI H5N1
50 宮崎県日南市 11/30 オナガガモ HPAI H5N1
51 岐阜県神戸町 11/18 カルガモ HPAI H5N1
52 鹿児島県出水市 12/4 環境試料（水） HPAI H5N1
53 鹿児島県出水市 12/7 マナヅル HPAI H5N1
54 熊本県八代市 12/1 セグロカモメ HPAI H5N1
55 北海道釧路市 12/4 ハシブトガラス HPAI H5N1
56 千葉県長柄町 12/5 糞便（カモ類） HPAI H5N1
57 鳥取県湯梨浜町 12/2 糞便（カモ類） HPAI H5N1
58 鹿児島県出水市 12/10 ナベヅル HPAI H5N1
59 北海道根室市 12/1 ハシブトガラス HPAI H5N1
60 北海道別海町 12/4 オオハクチョウ HPAI H5N1
61 佐賀県佐賀市 12/6 ハヤブサ HPAI H5N6
62 北海道釧路町 12/7 ハシブトガラス HPAI H5N1
63 茨城県那珂市 12/7 キンクロハジロ HPAI H5N1
64 鹿児島県出水市 12/12 マナヅル HPAI H5N1
65 鹿児島県出水市 12/11 環境試料（水） HPAI H5N1
66 滋賀県米原市 12/12 糞便（カモ類） HPAI H5N1
67 北海道えりも町 12/11 ハシブトガラス HPAI H5N1
68 長崎県諫早市 12/12 ヒドリガモ HPAI H5
69 北海道広尾町 12/12 オジロワシ HPAI H5
70 北海道えりも町 12/13 ハシブトガラス HPAI H5
71 鹿児島県出水市 12/18 マナヅル HPAI H5N1
72 鹿児島県出水市 12/18 ナベヅル HPAI H5N1
73 福岡県福岡市 12/16 ハマシギ HPAI H5
74 青森県五所川原市 12/19 ハシブトガラス HPAI H5
75 鹿児島県出水市 12/18 環境試料（水） HPAI H5N1
76 鹿児島県出水市 12/21 ナベヅル HPAI H5N1

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/


殺処分羽数

殺処分対象羽数（万羽）

○ 令和５年度シーズンは、令和４、令和２年度シーズンと比較すると、家きんでの初事例日は遅かったところ。
○ 野鳥での感染については、10月４日に陽性を初確認。野鳥における陽性確認件数は令和４年度シーズンよりも少ないものの、今後
も続発も懸念されることから、農場敷地や鶏舎周辺の適切な消毒の徹底を始めとする、農場における発生予防対策などに取り組む。

２ 令和５年度シーズンと過去シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生状況

令和５年度シーズンの発生状況 令和４、２年度シーズンとの比較

※野鳥における発生事例数は環境省HP参照
※R2年度、R4年度は各グラフ内で12月26日までに確認された事例数をカッコ内で記載

Ｒ２年度 Ｒ４年度 R５年度
野鳥 10月24日 ９月25日 10月４日
家きん 11月５日 10月28日 11月25日

（１）初発確認日

（２）発生事例数（野鳥、家きん）、殺処分対象羽数
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7658
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約987

約1,771

：Ｒ２年度 ：Ｒ４年度 ：Ｒ５年度

約18４

（145）

（48）（26） （32）
（717）

（463）

１例目（11/25）
佐賀県鹿島市
採卵鶏約４万羽

２例目（11/27）
茨城県笠間市

採卵鶏約7.2万羽

３例目（11/30）
埼玉県毛呂山町
採卵鶏約4.5万羽

家きん

４例目（12/３）
鹿児島県出水市
採卵鶏約2.3万羽

家きん
野鳥
飼養鳥



高病原性鳥インフルエンザ

疫学調査チームによる現地調査 今後の発生予防対策に関する提言

従業員及び外来業者が一部対策を
実施していない事例や、
消毒薬の交換頻度が少ない事例あり。

野生動物の侵入の可能性がある事例や、
調査時に金網に小型野生動物の侵入痕跡
や鶏舎内部でネコやスズメが確認された
事例あり。

裏口を含むすべての出入口で家きん舎に入る前の長靴交換、
衛生管理区域専用の衣服及び靴の着用。

少なくとも１日１回の消毒槽の消毒液の交換を含む日頃の消毒。

隙間がないように思われる家きん舎であっても、有識者と
連携し、野生動物の鶏舎への侵入防止対策を継続的に行う。

死亡鶏の処理方法や堆肥舎の
管理状況が野生動物の誘因と
なっている事例あり。

夜間も含めネコやイタチ等の小動物、カラス等の野鳥を
誘引させないよう死亡家きん、廃棄卵及び排せつ物の適切
な処理を行う。

農場に出入りする全ての関連事業者の衛生対策を徹底。

養鶏農場の飼養衛生管理に関する有識者
の視点を取り入れた丁寧な指導を行う。

過去本病の発生があった農場やその周辺は発生リスクが高い
地域であることを認識し、改めての発生予防対策を徹底。

01

02

03

04

05

シーズンを通じて飼養衛生管理の実効性を担保。

早期発見・早期通報は周辺農場への発生予防対策にも有効であり、
引き続き徹底。

韓国で発生がみられる新たな亜型のウイルスの野鳥による
持ち込み等について、注意、警戒し、関係者へ情報共有。

昨シーズンの発生を踏まえ、
鶏舎での野生動物の侵入を防ぐ
遮蔽物の設置、修繕等を行ったと
しても、継続的な実効性が担保
されていない事例あり。

令和４年シーズン発生した農場
での再発がみられる。

農場周辺に河川、池などの水場のほか、
ゴルフ場や有機肥料工場があり、
多数の野鳥が見られた。

家畜保健衛生所や
産業動物獣医師等

令和５年12月20日
家きん小委・疫学調査チーム

発生予防対策の
提言のポイント

（令和５年度シーズンの発生事例）

過去の発生地域以外であっても、野鳥が多い水場があるなど
発生リスクが高い地域では警戒を怠らない。



海外における高病原性鳥インフルエンザの発生状況等
〇 2020年以降高病原性鳥インフルエンザの発生が世界的に拡大。特に欧州や米国では夏にも発生が終息せず。
〇 今シーズン、北米では七面鳥を中心に発生が拡大。
〇 南米では、昨年10月にコロンビアで初めて発生が確認されて以降、感染が拡大しアルゼンチン南部にまで到達。輸入生鮮家きん肉
の約７割を占めるブラジルでも本病が３つの州で発生。



韓国の家きんにおける高病原性インフルエンザの発生状況
（2023年10月以降）

2023年12月21日18時時点
農林水産省動物衛生課

済州道

京畿道

忠清南道

忠清北道

慶尚北道

慶尚南道

全羅南道

全羅北道

江原道

ソウル
特別市

月 事例数 殺処分羽数

12月 22 109.6万羽

計 22 109.6万羽

（注）
• 農林水産省にて発生報告ごとに累計（予防的殺処分等は含まず）
• 事例数等は病原性が確定した事例のみ記載

• 日付は症状が確認された日または検体採取日（赤字は更新箇所及び最新情報に基づいた修正箇所）
• N亜型未記載は、未公表又は未確定。
• 低病原性鳥インフルエンザは、H5又はH7亜型であって高病原性鳥インフルエンザでないものを意味し、

H9亜型等の鳥インフルエンザは含まない。

蔚山

出典：韓国農林畜産食品部

釜山

全羅南道

2023.12.3 高興郡 肉用あひる 22,000羽
H5N1,H5N6
(混合感染)
(高病原性)

2023.12.5 務安郡 肉用あひる 16,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.13 霊岩郡 肉用あひる 21,000羽 H5N1(高病原性)

2023.12.21 長興郡 肉用あひる 16000羽 H5（検査中）

：高病原性鳥インフルエンザ発生地点

全羅北道

（参考）
2023.11.2 扶安郡 肉用あひる 42,000羽 H5(低病原性)

2023.12.6 益山市 肉用種鶏 26,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.6 益山市 肉用種鶏 62,500羽 H5N6(高病原性)

2023.12.8 金堤市 採卵鶏 160,681羽 H5N6(高病原性)

2023.12.11 金堤市 採卵鶏 66,500羽 H5N6(高病原性)

2023.12.11 完州郡 種あひる 8,165羽 H5N6(高病原性)

2023.12.11 益山市 採卵鶏 144,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.12 益山市 採卵鶏 74,500羽 H5N6(高病原性)

2023.12.13 金堤市 採卵鶏 115,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.13 金堤市 採卵鶏 32,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.13 金堤市 採卵鶏 41,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.13 金堤市 採卵鶏 25,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.14 金堤市 採卵鶏 4.7000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.14 金堤市 採卵鶏 35,200羽 H5N6(高病原性)

2023.12.14 金堤市 肉用あひる 11,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.15 扶安郡 肉用あひる 42,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.15 扶安郡 肉用あひる 24,000羽 H5N6(高病原性)

2023.12.18 金堤市 肉用あひる 15,000羽 H5(高病原性)

2023.12.19 益山市 採卵鶏 79,000羽 H5(高病原性)

（参考 ：低病原性鳥インフルエンザ発生地点）

高病原性鳥インフルエンザの発生状況（確定）

忠清南道

2023.12.8 牙山市 採卵鶏 28,052羽 H5N6(高病原性)



参考資料



出
入
口

堆
肥
舎

出
入
口

出
入
口

事
務
所

出
入
口

畜舎等堆
肥
舎

出
入
口

出
入
口

出
入
口

出
入
口堆

肥
舎

衛
生
管
理
区
域

集卵ベルト

畜 舎等

集
卵
室

衛
生
管
理

区
域
①

集卵ベルト

集
卵
室

集卵ベルト 集
卵
室農

場
①

出
入
口
※

車
両
消
毒

車
両
消
毒

農場の分割管理マニュアルの概要

※ それぞれの出入口で消毒等を実施

更
衣
室

１．分割管理の考え方
患畜又は疑似患畜が確認された農場の家畜は殺処分する必要があるが、飼養衛生管理基準や特定家畜伝染病防疫指針

に従い、人、物、家畜等の動線を分けることで、農場を分割し、殺処分の範囲を限定することが可能。
２．取組の進め方
（１）生産者が自ら取り組むことを決定した上で、具体的な方法について都道府県に相談。
（２）相談を受けた都道府県は、必要な指導を実施し、分割管理の開始時及び継続的に実施状況を確認（随時）。
（３）生産者は、分割後の農場ごとに、飼養衛生管理基準の遵守を徹底し、定期報告（年１回）を実施。
３．農場の分割管理を行う上での主な留意点
（１）隣接する衛生管理区域の境界に柵等を設け、分割後の農場を明確に区分。
（２）分割後の農場ごとに作業者を分ける（※）とともに、車両や作業者の出入口を設け、それぞれ消毒等を実施。家畜は、導

入時に一定期間、他の家畜との隔離を実施。（※発生時に異状が確認されず、飼養衛生管理が適切であることが確認された家きん飼養農場の場合は例外あり）
（３）集卵ベルトなど、畜舎をまたがる機材については農場間で共用しない。
（４）発生時の影響を考慮し、堆肥舎等は原則、共同利用しない。（共同利用する場合は、衣服の交換、消毒等を徹底。）
（５）分割後の農場で特定家畜伝染病が発生した際には、畜舎排気口へのフィルター設置等、病原体拡散防止対策を図った

上で、防疫措置を実施。非発生農場は、移動制限区域内の他の農場と同様、死亡羽数等の報告や検査を実施。

柵等で明確に区分

分割管理の実施に伴う対応
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農場の分割管理の実例等

○ 青森県における令和４年度シーズンの発生農場について、青森県は、農場の分割管理マニュアルに基づき
①衛生管理区域（以下、「区域」）の境界に防護柵を設置、②区域ごとに作業者を分け、車両消毒設備・
更衣室を設置、③集卵ベルトは区域ごとに独立設置、④堆肥舎等は区域ごと確保、⑤区域ごとに定期報告
を指導。

○ 農場の分割管理について、県を通じて相談があった農場は家きんにおいて63事例（うち採卵鶏51事例、
肉用鶏７事例、その他５事例）、養豚においては11事例。令和５年度補正予算及び令和６年度当初
予算において農場の分割管理に要する追加的な費用に対する支援を措置・要求しているところ。

○令和４年度シーズン発生農場（青森県）
令和４年12月に高病原性鳥インフルエンザが
発生したことを踏まえ、農場の分割管理を検討。
これまで一括管理されていた1つの農場を境界
にフェンスを設けて3つの農場に分割。人や物の
往来をなくし、衛生管理をそれぞれ別にすることで、
1つのエリアで感染が確認された場合でも、他のエ
リアへの感染を防ぐ。
当該農場の分割管理は11月１日から稼働。

農場の分割管理に取り組む事業者への支援
●消費・安全対策交付金（家畜衛生の推進）

【令和５年度補正予算額 1,113百万円の内数】
【令和６年度当初要求額 2,485百万円の内数】

豚熱、鳥インフルエンザを始めとする家畜伝染病の
発生に備えた農場の分割管理の取組に必要な費用
を支援。



【非発生県】

 これまでの協議の結果、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合でも、香港、シンガポール、
ベトナム、マカオ、米国に対しては、非発生県からの輸出継続が可能。

 しかし、シーズン毎に輸出相手国への確認が必要であるため、日本全国の鶏卵・鶏肉の輸出を
一時停止しなければならなかったところ、協議の結果、今季から、輸出額の９割以上を占める香
港、シンガポールに対して、非発生県からの輸出は一時停止することなく継続可能。

【発生県】

 防疫措置完了から一定期間*発生がないことを確認した上で、輸出再開について協議。

 迅速な輸出再開のために協議行い、昨季から「一定期間」を「90日」から「28日」に短縮。

(なお、台湾向け卵については、2024年６月まで、非発生農場からの輸出が可能)

高病原性鳥インフルエンザによる鶏卵・鶏肉の輸出への影響

【輸出実績（2022年）】

* WOAHコードでは、防疫措置完了から28日と規定

〈鶏肉〉 〈鶏卵〉
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